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（2） 担当者の変更（受注者） 

受注者を変更したい場合、現在の案件担当者の担当期間を変更（任期終了日を設定）した後、担当者の

追加作業を行います。 

 

①「その他」のプルダウンメニューより［案件管理］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「案件情報詳細」画面が表示されますので、［案件情報］タブをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※トップページのコンボボックスで「トップページ」を選択した状態で［案件管理］をクリックした

場合は、「案件一覧」画面に移動しますので該当の案件名称を選択してください。 

 

③下にスクロールし、「案件関係者一覧」の［担当者の追加・変更］ボタンをクリックします。 

 

 

 

コンボボックスで案件を選択し

た状態で［案件管理］をクリッ

クします。 
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④［担当者の追加・変更（ID 取得済）］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

・ 担当者の追加・変更（ID 取得済）：すでにアカウントを持っていて、該当の案件にまだ入っていな

い受注者を追加したい場合、受注者の変更をしたい場合にご利用ください 

・ 担当者の新規追加（ID 未取得）：まだアカウントを持っていない受注者を新規追加したい場合にご

利用ください。 

⑤「対象ユーザー」から現在の案件担当者を選択します。 

※氏名の一部を入力すると、一致するユーザーに絞られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥［OK］ボタンをクリックします。 

※［OK］ボタンをクリックすると、対象ユーザーの「職位」「担当期間」の情報を取得します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠内に氏名の一部を入力する

と候補が出てくるので候補よ

り選択してください。そのま

まプルダウンより選択も可能

です。 

「職位」と「担当期間」の情

報が反映されます。 
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⑦「担当期間」の「（終了日）」を設定し、［登録］ボタンをクリックします。 

 

 

【対象ユーザーを選び直したい場合】 

情報取得後に対象ユーザーを選び直したい場合は、［選び直す］ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

「（終了日）」を「（開始日）」と同日に設定 

 

 

 

※［OK］ボタンがクリックされていないと［選び直す］ボタンは有効になりません。 

 

 

 

 

 

現在の案件担当者を変更した後は、新しい担当者の追加作業を行います。 

 

⑧［担当者の追加・変更（ID 取得済）］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

  

「担当期間」の「（終了日）」

を入力します。 
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⑨「対象ユーザー」から追加したいユーザーを選択します。 

※氏名の一部を入力すると、一致するユーザーに絞られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

枠内に氏名の一部を入力する

と候補が出てくるので候補よ

り選択してください。そのま

まプルダウンより選択も可能

です。 
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⑪「職位」を選択、「担当期間」を入力後、［登録］ボタンをクリックします。 

※「職位」「担当期間（開始日）」は必須項目です。 

※すでに別の職位で案件に登録されている場合、職位の変更・削除はできません。登録済みの職位の

「担当期間（終了日）」を入力した上で、新たに担当する職位を追加してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫「案件詳細」画面の「案件担当者一覧」で受注者が追加されていることを確認します。 

 

 

 

 

 

【職位を複数登録したい場合】 

［追加］ボタンをクリックすると新しい行が追加されるので、「職位」と「担当期間」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

追加した行を削除したい場合

は「×」ボタンをクリックし

てください。 
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【誤って担当者、または職位を追加した場合】 

誤って担当者、または職位を追加した場合、削除はできません。 

「担当期間（開始日）」と「担当期間（終了日）」を同日に設定することで、担当期間を終了させてく

ださい。 

※同日に設定した場合でも、担当者、または職位を１日は担当した扱いとなります。 

 

 

 同日を設定します。 


